
  
 

一

真
珠
の
振
興
に
関
す
る
法
律
案 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
真
珠
産
業
が
、
世
界
に
先
駆
け
て
真
珠
の
養
殖
技
術
を
確
立
す
る
等
歴
史
的
に
世
界
の
真

珠
の
生
産
等
に
お
い
て
特
別
な
地
位
を
占
め
て
き
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
国
際
競
争
力
の
強
化
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
及
び
真
珠
が
国
民
に
な
じ
み
の
深
い
宝
石
で
あ
り
、
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
が
国
民
の
生
活
に
深
く
浸
透
し
、
国

民
の
心
豊
か
な
生
活
の
実
現
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興

を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
真
珠
の
生
産

者
の
経
営
の
安
定
、
真
珠
の
加
工
及
び
流
通
の
高
度
化
、
真
珠
の
輸
出
の
促
進
等
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
真
珠
産
業
の
健

全
な
発
展
及
び
心
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
二
条 

農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
真
珠
（
そ
の
加
工
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
産
、
加
工
、
流
通
又

は
販
売
の
事
業
（
以
下
「
真
珠
産
業
」
と
い
う
。
）
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 



 

  
 

二

２ 

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
事
項 

二 

真
珠
の
需
要
の
長
期
見
通
し
に
即
し
た
生
産
量
そ
の
他
の
真
珠
産
業
の
振
興
の
目
標
に
関
す
る
事
項 

三 

真
珠
産
業
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項 

四 

真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項 

五 

真
珠
の
需
要
の
増
進
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項 

３ 

農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
真
珠
の
需
給
事
情
を
把
握
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
、
真
珠
産
業
を
行
う
者
が
組
織
す
る
団
体
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
真
珠
産
業

団
体
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
真
珠
の
需
給
事
情
そ
の
他
の
事
情
の
変
動
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
基
本

方
針
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  
 

三

６ 

農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
振
興
計
画
） 

第
三
条 

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
に
関

す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
「
振
興
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
振
興
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
真
珠
の
需
給
事
情
を
把
握
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

真
珠
産
業
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

都
道
府
県
は
、
振
興
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
連
携
の
強
化
） 

第
四
条 

国
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
大
学
等
の
研
究
機
関
等
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
こ
と
に

よ
り
、
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
の
効
果
的
な
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
間
の

連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
生
産
者
の
経
営
の
安
定
） 



 

  
 

四

第
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
生
産
者
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
真
珠
の
生
産
基
盤
の
整
備
、
災
害
に
よ

る
損
失
の
合
理
的
な
補
て
ん
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
生
産
性
及
び
品
質
の
向
上
の
促
進
） 

第
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
生
産
に
係
る
生
産
性
及
び
真
珠
の
品
質
の
向
上
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条

に
お
い
て
「
生
産
性
及
び
品
質
の
向
上
」
と
い
う
。
）
を
促
進
す
る
た
め
、
真
珠
産
業
を
行
う
者
に
よ
る
生
産
性
及
び
品
質

の
向
上
の
た
め
の
取
組
へ
の
支
援
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
漁
場
の
調
査
等
） 

第
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
生
産
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
真
珠
の
生
産

に
係
る
漁
場
の
状
況
の
把
握
及
び
環
境
の
変
化
の
予
測
そ
の
他
真
珠
の
生
産
に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
関
し
必
要
な
調
査
を

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
生
産
者
そ
の
他
の
者
の
活
動
に
資
す
る
た
め
、
前
項
の
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報

の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
漁
場
の
維
持
又
は
改
善
） 



  
 

五

第
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
安
定
的
な
生
産
を
確
保
す
る
た
め
、
真
珠
の
生
産
に
係
る
漁
場
を
良
好
な
状
態

に
維
持
し
、
又
は
そ
の
改
善
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
加
工
及
び
流
通
の
高
度
化
） 

第
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
加
工
及
び
流
通
の
高
度
化
を
図
る
た
め
、
真
珠
の
加
工
に
関
す
る
技
術
開
発
及

び
流
通
関
係
施
設
の
整
備
へ
の
支
援
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
輸
出
の
促
進
） 

第
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
海
外
市
場
の
開
拓
等
が
国
内
で
生
産
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
真
珠
の
需
要
の
増
進
に

資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
真
珠
の
輸
出
の
促
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
研
究
開
発
の
推
進
等
） 

第
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
の
生
産
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
研
究
開
発
、
生
産
性
及
び
品
質
の
向
上
に
関

す
る
研
究
開
発
そ
の
他
真
珠
産
業
の
振
興
の
た
め
に
必
要
な
研
究
開
発
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
研
究
開
発
」
と
い

う
。
）
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
並
び
に
研
究
開
発
を
行
う
者
へ
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
人
材
の
育
成
及
び
確
保
） 



 

  
 

六

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
真
珠
の
生
産
の
事
業
の
経
営
を
担
う
べ
き
人
材
の
育
成
及
び

確
保
を
図
る
た
め
、
真
珠
の
生
産
者
の
生
産
技
術
及
び
経
済
管
理
能
力
の
向
上
、
新
た
に
真
珠
の
生
産
の
事
業
に
就
業
し
よ

う
と
す
る
者
に
対
す
る
就
業
に
関
す
る
相
談
等
の
援
助
並
び
に
生
産
技
術
及
び
経
営
方
法
の
習
得
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
、
真
珠
に
関
す
る
知
識
等
の
普
及
そ
の

他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
博
覧
会
の
開
催
へ
の
支
援
等
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
、
真
珠
の
博
覧
会
、
展

覧
会
、
展
示
会
、
品
評
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
開
催
へ
の
支
援
又
は
こ
れ
ら
へ
の
参
加
へ
の
支
援
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。 

（
顕
彰
） 

第
十
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
に
寄
与
し
た
者
の
顕
彰
に
努
め
る
も



  
 

七

の
と
す
る
。 

（
国
の
援
助
） 

第
十
六
条 
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
振
興
計
画
に
定
め
ら
れ
た
施
策
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
施
策
が
円
滑
に

実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
、
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  
 

九

 
 

 
 
 

理 

由 

 

我
が
国
の
真
珠
産
業
が
、
世
界
に
先
駆
け
て
真
珠
の
養
殖
技
術
を
確
立
す
る
等
歴
史
的
に
世
界
の
真
珠
の
生
産
等
に
お
い
て

特
別
な
地
位
を
占
め
て
き
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
国
際
競
争
力
の
強
化
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
及
び
真
珠
が
国

民
に
な
じ
み
の
深
い
宝
石
で
あ
り
、
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
が
国
民
の
生
活
に
深
く
浸
透
し
、
国
民
の
心
豊
か
な
生
活
の
実
現

に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
真
珠
産
業
及
び
真
珠
に
係
る
宝
飾
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣

及
び
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
真
珠
の
生
産
者
の
経
営
の
安
定
、
真
珠
の
加
工

及
び
流
通
の
高
度
化
、
真
珠
の
輸
出
の
促
進
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。 


